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７．事前評価表

１．対象事業名

リトアニア国　港湾開発計画調査

２．我が国が援助することの必要性・妥当性

（1）現状及び問題点

1） リトアニア国クライペダ港では 2001 年には 1,700 万ｔの貨物を取り扱い、リトアニア

で唯一外貿コンテナ貨物、外貿貨物を扱うなどリトアニアの物流の中枢として重要な役割

を担っている。また、780 万ｔがロシア、ウクライナ、ベラルーシへの通過貨物であり、

クライペダ港はリトアニアのみならず周辺諸国における物流拠点としても重要な役割を

担っている。

2） クライペダ港はロシア、独立国家共同体（CIS）諸国、東欧とが交差する位置に存在し

ており、高速自動車道路、鉄道に接続されている。今後、リトアニアの経済成長に加え、

高速自動車道路網が拡充されることによる同港のもつ地理的な優位性の向上により、貨物

量の増大・利用頻度の増加が見込まれている。

3） しかしながら、クライペダ港には、①航路が狭く浅いため、船舶の大型化に対応できな

い、②港湾の背後地に市街地が迫っており、近代的な荷役システムの導入に限界がある、

③コンテナ埠頭が港湾最奥部に位置するなど港湾全体の機能配置が不合理である、④港湾

開発による海岸変形（漂砂）など、環境面への十分な配慮が不可欠である、⑤港湾施設と

都市施設との円滑な調整が不可欠である、等の課題を抱えている。そのため、クライペダ

港を大型船に対応させるなど近代化を促進し、リトアニアの物流コストを削減することが

求められている。

（2）国家開発計画、地域開発計画、分野別計画などの計画と当該案件の整合性

　本調査は、2015年を目標年次とするリトアニア国長期経済開発戦略における交通セクター

プログラムを支援するものである。交通セクタープログラムのうち海運関係ではクライペダ

港の開発が主要政策となっており、2004年までにクライペダ港の開発プログラムを策定し実

施を開始することとなっている。

　また、2001 年にリトアニア政府が 2004 年までの計画を取りまとめたリトアニア政府計画

2001-2004に、運輸システムの政策として「柔軟で競争力のある港湾料金の設定」、「インフラ

上物の近代化」、「港湾と他の交通手段（鉄道、道路）のインタフェースの改善」が位置づけ

られており、本調査はこれらの政策を支援するものでもある。
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（3）他国機関との関連事業との整合性

　世界銀行が港湾の出入口部分の浚渫等、部分的な改善プロジェクトを実施しているが、本

件との重複はない。

（4）我が国の当該国への基本的援助方策との整合性

　1996年度からリトアニアは、我が国の有償資金協力、技術協力の対象国となっている｡1996

年 10月には経済協力政策協議が行われ、リトアニア側から、インフラ整備分野、金融分野、

健康保健分野からの要望があった。技術協力として、1997年度には環境保全、鉱工業分野で

開発調査も実施している。

３．事業の目的

　本事業は、リトアニアの要請に基づき、2025 年目標のリトアニアにおける港湾開発マス

タープラン、2015年目標の短期整備計画を策定し、緊急整備施設についてフィージビリティ・

スタディ（F/S）を実施するものであり、リトアニアの物流コストを削減し産業競争力を強化

することを目的とする。

４．事業の内容

（1）対　象

1） 調査対象：リトアニア国クライペダ港及び周辺の開発エリア

2） 技術移転の対象：運輸通信省、国営企業　クライペダ港湾公社の調査参加メンバー

（2）アウトプット

1） クライペダ港における港湾開発マスタープランの策定

　①目標年次における港湾の能力、②設備・基本レイアウトプランの策定、③港湾の環境

の整備及び保全、④概略環境影響評価、⑤概算事業費算定、⑥経済分析、⑦背後地への交

通アクセス検討、⑧港湾管理運営改善に係る提案

2） クライペダ港における短期整備計画の策定及び緊急整備施設の F/S の実施

　①概略設計・施設計画、②背後地への交通アクセス計画、③事業費積算、④事業化／投

資計画、⑤管理運営計画、⑥環境影響評価、⑦財務分析、⑧経済分析

3） 技術移転：港湾計画の策定方法、港湾整備技術、港湾の管理運営
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（3）インプット：以下の投入による調査及び技術移転の実施

1） コンサルタント（分野／人数）

2） その他

　再委託（自然条件調査、環境条件調査）

（4）総事業費

　調査に要す費用：約３億 5,000 万円

（5）調査のスケジュール

　2003年３月～2004年８月（17か月）

（6）実施体制

1） 協力相手国実施機関名：運輸通信省、国営企業クライペダ港湾公社

2） 協力相手国実施機関の責任者：運輸通信省次官、クライペダ港湾公社局長

５．成果の目標

（1）提案計画の活用目標

1） 策定されたマスタープランが港湾活動戦略に取り入れられるとともに、クライペダ港の

港湾配置に活用されること。

2） 緊急整備施設が事業化されること。

（2）活用による達成目標

　マスタープランでの提言及び緊急整備施設の事業化により、貨物需要や船舶の大型化等の

要請に対応した施設が整備され、物流コストの削減等が可能となる。

分　野 人数 分　野 人数

総括／港湾政策 １ 料金体系政策／財務分析 １

港湾計画 １ 臨港交通施設整備及び運営 １

広域交通網／物流動向 １ 施設設計／施工／積算 １

土地利用計画 １ 自然条件 １

需要予測／経済分析 １ 漂砂・浚渫 １

管理運営／組織体制 １ 環境配慮 １
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６．外部要因リスク

（1）協力相手国内の事業

1） 政策的要因：政権交代等による提案事業の優先度低下

2） 行政的要因：港湾分野に対する適切な予算配分、人材配置が行われない等の実施体制不

備

3） 経済的要因：対外債務の増大、失業率の上昇等、経済状況の変化による整備資金不足

4） 社会的要因：対象地域における治安の悪化

（2）関連プロジェクトの遅れ

　該当なし

７．今後の評価計画

（1）事業評価に用いる指標

1） 活用の進捗度

・策定されたマスタープラン及び短期整備計画で提案されているプロジェクトや提言が実

施されているかどうか？

・緊急整備施設が事業化されているかどうか？

2） 活用による達成目標の指標

・物流コストの削減率

・輸送に伴う CO2 排出量の削減

・大型船の入隻数

（2）上記 1）及び 2）を評価する方法及びタイミング

・短期整備計画については、その進捗率、実施に向けての障害をカウンターパートによりモ

ニタリングする。

・短期整備計画やF/S対象事業の全体評価は、2010年ごろに事後評価により行う。
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